


医療法人社団蘇生会

蘇生会総合病院
看護学生奨学金制度について

蘇生会総合病院では、将来看護師を目指す学生の方が安心し
て勉強に専念できるようサポートしています。
医療から介護まで患者様の状態に合わせたトータルヘルスケ

アサービスの提供を目指した当院の地域医療の考え方に共感し、
卒業後当院での就職を希望される看護学生や保護者の経済的負
担を少しでも軽減し、学生生活が有意義に過ごしていただける
よう設けた制度です。

■奨学金制度の流れ■

お問合せ

病院見学

所定書類の提出

選考
【書類審査・面接等】

奨学金貸与決定
【貸与可否の通知】

①

②

③

④

⑤

まずはメールか電話でお問合せくだ
さい。

私たちの病院がどんな病院か知って
ください。病院内を案内致します！

奨学金を希望される方は、所定の書
類(※)を提出して下さい。

選考を実施します。いろいろお話を
聞かせてくださいね。

奨学金貸与が決定しましたら、月々
所定の金額を貸与します。

※所定の書類【奨学金貸与申請願書・履歴書・看護学校の合格通知書or在学証明書・誓約書など】

看護師奨学金制度の詳細およびご利用事項

【貸与条件】
*看護学生または看護学校入学見込の方
*他医療機関の奨学金などの制度を利用されていない方
*卒業後、蘇生会総合病院で勤務される方
*毎月、蘇生会総合病院で奨学金の受け取りが可能な方(振込での貸与はしておりません)

【貸与期間】
*看護学校等の定める基本修学年数の範囲内(休学等の期間を除く)
●在学途中、年度途中での奨学金制度利用も可能です。

(詳細はお問合せください)
●高等学校看護専攻科(5年一貫看護師養成課程学校)の場合は、最大5年間貸与

【申込締切】
*最終学年の4月末までに書類到着分まで有効

【貸与月額】

*月額50,000円(高等学校看護専攻科、専門学校・短大2年課程または3年課程)

*月額60,000円(看護大学または4年課程)
★貸与方法は柔軟に対応します。面接時にご相談ください(入学金先払いなど)
(後からの貸与方法変更のお申し出は対応いたしかねます)

【返還免除】
*卒業後(資格取得後)直ちに、蘇生会総合病院または関連施設に就職し、貸与期間と同
期間以上の勤続勤務を行った場合、奨学金の返還が全額免除されます。
*休職期間は返還免除期間に含まれません。

●お問合せ先

蘇生会総合病院 総務課 奨学金担当係
〒612-8473 京都府京都市伏見区下鳥羽広長町101番地

電話 075-621-3101

メール jinjika＠soseikai.or.jp


